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育英短期大学ＧＰＡに関する規則 

（平成28年3月28日制定） 

 (趣旨） 

第１条 この規則は，育英短期大学（以下「本学」という。）におけるグレード・ポイント・アベレ

ージ(履修科目の成績平均値。以下「ＧＰＡ」という。）制度の運用に関し、必要な事項を定め組

織的な学修の成績評価を行い、学生の学習への意欲の増進や履修指導の促進を図るとともに評価

基準の明確化や厳格な成績評価に寄与するものとする。 

(成績の評価とＧＰ) 

第２条 育英短期大学学則第20条に定める試験等の評価(以下｢成績評価｣という。)に与えられる数

値(グレード・ポイント。以下「ＧＰ」という。)は、次表のとおりとする。 

(ＧＰＡ対象科目) 

第３条 本学の教育課程で開講する全ての授業科目をＧＰＡの対象科目とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる科目に該当する場合は、ＧＰＡの対象外とする。 

(１) 認定の評価を受けた科目 

(２) 卒業要件単位に算入しない科目 

(３) その他、ＧＰＡ算出除外科目として教授会で定められた科目 

(ＧＰＡの種類と算定方法) 

第４条 ＧＰＡは、次の各号に定める方法により算定する。ただし、算定値は小数点以下第３位を

切り捨てるものとする。 

(１)学期ＧＰＡ 

(当該学期に評価を受けた評価対象科目のＧＰ× 当該科目の単位数)の総和 
学期ＧＰＡ＝  

当該学期に評価を受けた授業科目の総単位数 

評語 評価点 ＧＰ 

Ｓ 100～90点 ４ 

Ａ 89～80点 ３ 

Ｂ 79～70点 ２ 

Ｃ 69～60点 １ 

Ｄ 59～ 0点 

０ 
不可確定 (Ｆ) 

 評価不能 (Ｈ) 

 欠席過多 (Ｋ) 
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通算　　　 は、成績証明書に記載するものとする。

１　 この規則は、令和２年３月26日に改正し、令和２年４月１日から施行する。
２　 この規則は、施行日において在学する学生から適用する。

附　則
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